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　ワークサポート杉並は、杉並区障害者生活支援課と連携して、「職場体験実習」事
業を実施し、様々な障害のある方に対して就労体験の場の提供を行っています。

　「職場体験実習」において、就労体験を提供している場所は、杉並区役所、区内の
図書館、体育館、ゆうゆう館（主に高齢者を対象としたふれあい交流や健康づくりの
場）だけではなく、杉並区社会福祉協議会や杉並区内のＮＰＯ法人、商店街、民間会
社にも協力していただいています。
　「職場体験実習」には、次の３つの段階があります。

実施期間（目安） 実施場所　（実施内容）

体験型 １～３日程度

杉並区役所　（軽作業等の事務補助）
体育館　（カフェコーナーの接客、または館内外の清
掃）
ゆうゆう館　（受付や館内外の清掃など）
商店街　（朝市の準備など）
ＮＰＯ法人　（軽作業等の事務補助）
民間会社　（ＰＣ入力などの事務補助）

ステップ型 １週間程度
杉並区役所　（軽作業等の事務補助）
図書館　（本の返却や軽作業、館内外の清掃など）
杉並区社会福祉協議会　（軽作業等の事務補助）

実践型 １～２週間程度
ゆうゆう館　（受付や館内外の清掃など）
民間会社　（ＰＣ入力などの事務補助）

　基本的に「職場体験実習」対象者は、杉並区内の障害者施設に通所している方、ま
たはワークサポート杉並に利用登録をしている方となっています。
　昨年度は、延べ７７名の方が「職場体験実習」を利用しました。
　利用した方々からは、「職場体験実習の時に、一日も休まずに
通えたことが、就職できるという自信につながりました。」、
「色々な作業を体験できたので、
自分の得意なことがわかってきました。」
といった声をいただいています。

  職場体験実習  様子 
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新しい職員が加わりました　就職しました（４・５月）

支援員　柳本　学　（6月1日付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
よろしくお願いします。　　   

　事務補助（軽作業含む）　　　６名

　調理・介護補助　　　　　　　２名

　改正障害者雇用促進法についてご説明します

　

企業から表彰されました

　4月22日（金）第8回サノフィ株式会社の、 ラ・メゾンサポーターズミーティ
ングに支援者として参加させていただきました。今年は業務紹介やメンバー育成の
取組のお話の他に、障害者差別解消法の講演と、先を見据えた「家族と本人のライ
フプラン＆財布プランを考える」ワークショップが行われ、充実した時間を過ごす
ことが出来ました。
　またサプライズで、大田区、世田谷区の支援機関と共にワークサポート杉並が感
謝状を頂戴しました。関わらせていただいているメンバーの方々の頑張りが感謝状
に繋がったのだと思います。これを励みに、これからも頑張ってまいります。

　障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）が改正され、平成28年4月1日
より施行されました（一部は施行日が異なります）。今回の試行の主なポイントは以下の4
点です。
①障害者に対する差別の禁止（平成28年4月1日施行）
　募ĭ・Į用、į金、İı、Ĳ進などの雇用に関するあらゆるĳĴで、障害者であることを
　理ĵとする差別が禁止されます。
Ķķ理的İĸの提供Ĺ務（平成28年4月1日施行）
　事業主は、障害者が職場でĺくにあたり支障があれĻ改ļするたĽのľıを講ずることに
　なります。ĿえĻ、障害者に対し「図などを活用した業務ŀŁłŃńを作成するなど作業
　Ņņを分かりやすくŇすこと」や「出ňŉ時Ŋ・休ŋ・休Ōに関し、通ō・体調にİĸす
　ること」などのľıを提供するŎŏが生Őます。ただし、事業主の過őなŒœにならない
　Ŕŕでの提供とされており、障害者と事業主とでよく話しķったŖでŗĽていくこととな
　ります（Řř理解のŚでのķ理的İĸの提供）。
śŘŜ体ŝのŞ備、şŠš理、Ţţ解ŗ援助（平成28年4月1日施行）
　事業主は、ŘŜŤťの設ıなど、障害者からのŘŜにŦŧに対ŨするたĽの体ŝのŞ備が
　Ŏŏです。また、障害者に対する差別やķ理的İĸの提供に関して、障害者からのşŠを
　自主的に解ŗすることがũ力Ĺ務とされています。
Ū法ū雇用Ŭのŭū基Ůの見ůし（平成Űű年4月1日施行）
　法ū雇用Ŭ（Ųų、民間企業は２Ŵ）のŭū基ŮにŵŶ障害者が加えられ、ŵŶ障害者も
　雇用Ĺ務の対象となります。ただし、施行ŷŸ年間にŹっては、今回のŭū基Ůの見ůし
　にźう法ū雇用ŬのŻきŖż分について、本来のŽŭ式でŭūしたŬよりもžくすること
　がſƀとなっています。
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